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第 ２ 章 細   則 

 

１ 委託概要 

本委託は，センター内の合流沈砂池水路の揚砂機ピット等の浚渫，調整汚泥引抜管及び調

整汚泥移送管の洗浄を行い施設の機能を維持するとともに，中書島水位計マンホールの浚渫

を行い水位測定機能を正常に保つものである。 

 

２ 委託期限 

     本委託の期限は令和2年3月13日とする。 

 

３ 委託場所 

     京都市伏見区横大路千両松町２５５番地 

     京都市上下水道局下水道部伏見水環境保全センター 

 

４ 委託内容 

(1)  合流沈砂池水路浚渫 

        ア 本作業は合流汚水沈砂池水路の揚砂機ピット及び水路に堆積した汚水・汚砂（約１４

 ）を強力吸引車を使用して取り除き，汚水については当センタ－の監督員の指示す

る場所へ，汚砂については鳥羽水環境保全センター洗砂設備まで運搬処分するもので

ある。 

イ 作業場所は別紙図面に示すとおり合流汚水沈砂池１～３号池(計６水路)の内，監督

員の指示する水路とし，委託期間中に２水路分の浚渫を行うこと。 

ウ 施工時期は揚砂機ピットの堆積状況により作業水路が決定されるため，監督員より

別途指示する。作業は１水路を１日で行うこと。 

エ 作業時間は各日とも８：３０から１７：１５までとする。 

 

(2)  中書島水位計マンホール浚渫 

ア 本作業は水位計マンホール内の流入管（２箇所）に止水プラグ（φ２５０）を入れ，

下水が流入しないようにし，マンホール内に堆積した汚砂等(約１ )を強力吸引車を

使用して取り除き，鳥羽水環境保全センター洗砂設備まで運搬処分するものである。 

イ 作業場所は京都市伏見区東浜南町の公園内(別紙図面)である。 

ウ 作業中はマンホール内に設置してある水位計を損傷しないよう作業を行うこと。 

エ 作業中はマンホール周囲を汚損しないよう注意すること。万一，汚損した場合は直

ちに洗浄消毒の措置を講ずること。 

オ 作業中は警察発行の「道路使用許可書」の許可条件を遵守し，交通整理員２名の配

置及び安全施設の設置を行うこと。また，周辺の住民等に迷惑をかけないようにする

こと。 

カ 施工時期は夏期及び冬季の２回行うこと。 

キ 作業時間は晴天の平日の午前中(９：００～１２：００)に行うこと。 

 

６年３月１５日
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本委託の期限は令和9年3月12日とする。
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(3)  調整汚泥管洗浄（Ⅰ） 

ア 本作業は汚泥濃度調整槽No1から調整汚泥移送ポンプを経て送泥槽及び汚泥貯留槽に

至る，調整汚泥引抜管（DCIPφ200，SUS200A）及び調整汚泥移送管（DCIPφ150，SUS1

00A）内に付着したスケールを高圧洗浄車及び強力吸引車により清掃，吸引除去するも

ので，汚泥濃度調整槽No1内の残水(約15 )の揚泥及び洗浄も含むものである。 

イ 管内スケールの性状は，油及び泥成分の硬化したものである。 

ウ 洗浄作業に伴う蓋フランジの脱着は，配管工にて行うこと。脱着箇所は，下表のと

おりである。ただし,作業性を考慮し脱着箇所を変更したい場合は監督員の承諾を得る

こと。パッキンは受注者にて全て新品に取替えること。材質はニトリルゴム（ＮＢ

Ｒ）とする。 

蓋フランジ脱着箇所 

調整汚泥引抜管 DCIPφ200 蓋フランジ １箇所 

調整汚泥引抜管 SUS200A 蓋フランジ ２箇所 

調整汚泥移送管 DCIPφ150 蓋フランジ ６箇所 

エ 洗浄作業は高圧洗浄車の高圧洗浄水により行うが,延長ホ－スによる手作業となるた

め，作業の安全管理には十分留意すること。また，泥水等の飛散防止のため適切な養

生を施すこと。 

オ 揚泥作業により発生する泥水は，当センタ－内の監督員の指示する場所へ運搬処分

すること。また，管内スケール及び泥土分は，鳥羽水環境保全センター洗砂設備まで

運搬処分すること。 

カ 調整汚泥移送管中に設置している濃度計センサー部（管内挿入）を引き上げてから

洗浄すること。本作業に付随する軽易な作業も合わせて行うこと。 

キ 施工時期は監督員より別途指示する。作業回数は委託期間中に２回行うこと。  

ク 作業時間は各工程とも８：３０から１７：１５までとする。 

     

(4)  調整汚泥管洗浄（Ⅱ） 

ア 本作業は汚泥濃度調整槽No2から調整汚泥移送ポンプ室までの調整汚泥引抜管（DCIP

φ200）内に付着したスケールを高圧洗浄車及び強力吸引車により清掃，吸引除去する

もので，汚泥濃度調整槽No2内の残水(約15 )の揚泥及び洗浄も含むものである。 

イ 管内スケールの性状は，油及び泥成分の硬化したものである。 

ウ 洗浄作業は高圧洗浄車の高圧洗浄水により行うが,延長ホ－スによる手作業となるた

め，作業の安全管理には十分留意すること。また，泥水等の飛散防止のため適切な養

生を施すこと。 

エ 揚泥作業により発生する泥水は，当センタ－内の監督員の指示する場所へ運搬処分

すること。また，管内スケール及び泥土分は，鳥羽水環境保全センター洗砂設備まで

運搬処分すること。 

オ 施工時期は監督員より別途指示する。作業回数は委託期間中に１回行うこと。  

カ 作業時間は８：３０から１７：１５までとする。 
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(5)  その他の一般事項 

ア 本委託業務は泥土，砂の堆積状況及び，管内スケールの付着状況により緊急に作業

を行わなければならない場合がある。受注者は当局の要請に対し，積極的に協力する

こと。また，各工種ごとに明記した堆積量は標準量であり，堆積量の増減など作業内

容に変動があった場合は，監督員と協議を行うものとする。 

イ 本委託業務に必要な電力については，当局よりの電力支給が困難なため，受注者の

発電機により電力供給を行うこと。雑用水については，当局より支給するが電工ドラ

ム，散水栓ホ－ス等は受注者にて準備すること。 

ウ 泥土が周囲に散乱しない様に十分注意して作業を行い，散乱した場合は，直ちに清

掃消毒，消臭の措置を講ずること。また，作業終了時には周囲の清掃を行うとともに

調整汚泥移送ポンプ室床排水ピット内の清掃も行うこと。 

エ 受注者は本委託業務中，作業前及び作業中の酸素濃度等の測定，送風機による換気

を行い酸素欠乏事故防止に努めること。 

オ 受注者は本委託業務中，十分事故防止に留意すること。本作業に起因した事故に対

しては一切受注者の責任とする。 

カ 受注者は本委託業務中，施設等を破損させた場合は速やかに監督員に連絡を取り，

受注者の負担にて復旧すること。 

キ 受注者は秩序正しく作業を行い，熟練を要する作業には十分な経験を有する者を当

てること。 

ク 作業前・作業中・完了後の明確な記録写真を毎回撮影し，必ず作業日を明示して提

出すること。 

ケ 委託期間中に，浚渫回数を変更した場合は設計変更する。 

コ その他詳細については，監督員の指示に従うこと。 

サ 本仕様書に明記されていない事項で不明瞭な点は，監督員に問い合わせその指示に

従うこと。 
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シ　鳥羽水環境保全センター洗砂設備の受入時間は8:30～15:00なので、時間内に持ち込めない場合は
　、後日運搬すること。
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